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公的機関の補助制度が利用できる場合があります。埼玉県のホームページ
（ホーム＞くらし・環境＞住宅＞住宅の
改修＞住民向け＞住宅リフォームに関す
る助成等について）で、県内自治体リフ
ォーム助成制度を紹介していますので、
参考にしてください。
               （リフォームされる方向けの融
資制度等も紹介しています。）

（相談窓口等を、P２１に掲載しています。）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、国土交通省の
住宅リフォーム事業者団体登録制度登録団体の構成員である業者など
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建築士などに相談しましょう。埼玉県住宅供給公社住まい相談プラザでも
相談をお受けしています。 21
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●工事中の変更は、工事費や工期に影響が出ることが多く、注意が必要です。

●着工後に計画を変更する場合は、工事内容変更合意書をつくり、設計図など
　で明確にしましょう。

●必要に応じて変更後の見積書を取り、変更に対する契約をしてから工事を

　進めましょう。

6
◎さあリフォーム工事が始まります。
注文主であるあなたも気をつけることがあります。
次のことに注意して工事を始めましょう。

リフォーム工事を始める方へ（１）

工事中は日常生活に影響があります

写真による記録

工事中の変更・追加の際の注意事項

業者・職人とのコミュニケーションは大切です

工事前に現場で説明をしてもらいましょう

工事の進み具合を説明してもらいましょう

●工事には、騒音、振動、粉塵がつきものです。

●工事前には、業者と一緒に近隣に挨拶をすることが大切です。

●粉塵が出る場合（解体や撤去等）は、散水などの対策をリフォーム業者（請
負者）が行う必要があります。

●着工前から、工事の進行に合わせて写真を残しておきましょう。
　※隠れた部分で不良状況が見つかった場合に、その部分をどのように修繕
　　したか、記録しておくことが大切です。

●業者と一緒に写真を撮り、確認しあうことが重要です。

●業者、職人にも「ありがとうございます」「おつかれさまです」などのねぎら
いの言葉が大切です。●スケジュール表（工程表）を業者からもらいましょう。

●着工時や中間時に、隠れて見えなくなる部分の説明を受けましょう。

●工事スケジュールどおりに工事が進んでいるか現場で確認しましょう。

●工事内容などに疑問が生じたら、現場で責任者に説明を求めましょう。

●どのような工事になるのか「現場（リフォーム箇所）」で説明を受けることが
大切です。

工程表
○／○

○／○

○／○

○／○
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◎住宅リフォーム工事検査制度◎リフォーム瑕疵保険
●住宅リフォーム工事検査制度は、県民の皆様が安心してリフォーム
　を行うことを目的に作られた県の制度です。
●検査を行うことで、リフォーム工事のトラブルを防止します。
　また、これによって優良なリフォーム業者（請負者）を育成します。

●リフォーム瑕疵保険はリフォーム時の検査と保証がセットになった保険制度です。
保険に加入すると、後日、工事に欠陥が見つかった場合に、補修費用等の保険金が事業者
に支払われます。なお、事業者が倒産している場合等は、消費者（発注者）に対して直接
保険金が支払われます。保険加入の際は、住宅専門の保険会社が建築士による現場検査を行
います。加入手続は事業者が行いますので、ご希望の場合は、工事契約前（工事着工前）に
事業者に依頼しましょう。保険会社に登録している事業者は、住宅瑕疵担保責任保険協会
のホームページ（http://www.kashihoken .or . jp/）で検索することができます。

１. 検査は有料です。
２. 検査は埼玉県が指定する指定検査機関が行います。
３. 現場検査はあくまで目視で行うものです。
４. 建築主（注文者）とリフォーム業者（請負者）間のトラブル対応はいたしません。
５.「不適切である」という検査の結果が出た場合、注文者として、工事のやり直し
などを求めてください。

６. 工事契約に基づく紛争が生じた場合には、各種リフォーム相談窓口（P21）に相
談したり、又は、「建設工事紛争審査会※１」の調停等の手続に従って紛争の解
決を図る方法もあります。

７. 検査があることで、トラブルの芽を摘むことができ、悪徳業者を締め出すこと
ができます。

住宅瑕疵担保責任保険法人は、現在５法人が国土交通大臣より指定されています（平成29
年２月現在）。いずれも全国を対象に業務を行っており、事業者はこの中から自由に選択
して保険契約を締結することができます。なお、保険料は各社で異なります。

※１）建設工事紛争審査会は建設工事の請負契約を巡る紛争の解決を図る準司法機関です。
　　　なお、建設工事紛争審査会への申請には手数料がかかります。
　　　建設工事紛争審査会についての問合せ先：埼玉県県土整備部県土整備政策課　☎048-830-5262
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建築主（注文者）・
リフォーム業者（請負者）

建築主（注文者）・
リフォーム業者（請負者）

対話形式で行います。 目視で行います。
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●工事の前に契約書や図面が適正かどう
か検査します。

　※書類検査のみの実施も可能です。

●工事後（耐震改修は工事中）の施工状
態を目視によって検査します。

指定

検　査 検　査

住宅瑕疵担保責任保険法人一覧

※
書
類
検
査
及
び
現
場
検
査
の

　両
方
の
検
査
を
受
け
る
こ
と

　を
お
勧
め
し
ま
す
。

● 指定検査機関  一般財団法人さいたま住宅検査センター（埼玉県さいたま市浦和区岸町7－12－3）

(株)住宅あんしん保証 ☎03-3562-8122　 ホームページhttp://www.j-anshin.co.jp/

住宅保証機構(株) ☎03-6435-8870　 ホームページhttp://www.mamoris.jp/

(株)日本住宅保証検査機構 ☎03-6861-9210　 ホームページhttp://www.jio-kensa.co.jp/
(株)ハウスジーメン ☎03-5408-8486　 ホームページhttp://www.house-gmen.com/

ハウスプラス住宅保証(株) ☎03-4531-7200　 ホームページhttp://www.houseplus.co.jp/

住宅リフォーム工事検査制度に関する問合せ先 　☎048-621-5118

書類検査書類検査 現場検査現場検査

指定検査機関

住宅瑕疵担保責任保険
協会ホームページで検索

事業者
倒産時等に
保険金の支払

①保険加入の依頼
　（工事着工前）

③検査
　（建築士）

保険金の
支払

②加入手続

消費者（発注者）

登録事業者

消費者（発注者） 登録事業者

住宅専門の保険会社

（平成29年２月現在、五十音順）

ずさんな工事だったら
どうしよう。どのように
事業者を選べばいいの?

ご希望であれば、
リフォーム瑕疵保険に
加入ができますよ。

か　し
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◎リフォーム相談窓口（ホームページ等）

お役立ち情報

●住まいるダイヤル（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター
　☎0570－016－100　　 http://www.chord.or.jp/HP

●（一社）埼玉建築士会
　☎048－861－8221　　 http://www.ksaitama.or.jp/HP

●各市町村の建築担当課

●埼玉県建築安全センター
　・川越建築安全センター　　　　　☎049－243－2102
　・熊谷建築安全センター　　　　　☎048－533－8776
　・熊谷建築安全センター秩父駐在　☎0494－22－3777
　・越谷建築安全センター　　　　　☎048－964－5294

●（一社）埼玉県建築士事務所協会
　☎048－864－9313　　 http://www.saijikyo.or.jp/HP

●（一社）埼玉建築設計監理協会
　☎048－861－2304　　 http://www.sekkan.jp/HP

（１）リフォーム全般に関すること

●埼玉県住宅供給公社住まい相談プラザ
　☎048－658－3017　　 http://www.saijk.or.jp/HP

（２）契約・解約（クーリング・オフ）など

●埼玉県消費生活支援センター　☎048－261－0999
　・埼玉県消費生活支援センター熊谷　　☎048－524－0999

（３）耐震診断・耐震改修等相談窓口

●埼玉県都市整備部建築安全課
　（耐震診断ホットライン）☎048－830－5527

●高齢者向け返済特例制度
　・満60歳以上の方を対象としたリフォーム融資制度
　・毎月の返済は利息のみ
　・元金は申込ご本人がお亡くなりになったときに一括返済
　・一定の条件にあった耐震リフォーム工事、バリアフリー工事が対象
　問合せ先 （独）住宅金融支援機構　　☎0120－0860－35

（6）融資の制度

（４）事業者の検索

●リフォーム事業者登録制度
　埼玉県住まいづくり協議会事務局　☎048－830－0033
　登録事業者が検索できます。　　http://www.sahn.jp/HP

●住宅瑕疵担保責任保険登録事業者
　登録事業者が検索できます。　　https://www.kashihoken.or.jp/search/HP

（5）埼玉県内自治体リフォーム助成制度

●埼玉県都市整備部住宅課
　県内市町村のリフォーム助成制度一覧を掲載しています。
　　 http://www.pref.saitama.lg.jp/a1107/reform/index.htmlHP

●増改築相談員・マンションリフォームマネージャー
　　増改築相談員・マンションリフォームマネージャーを紹介しています
　・増改築相談員：戸建て住宅などの増改築の専門家
　・マンションリフォームマネージャー：マンションリフォームの企画、提案を行う専門家
　問合せ先　（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター
　☎0570－016－100 　　http://www.chord.or.jp/HP
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◎リフォーム相談窓口（ホームページ等）

お役立ち情報

●住まいるダイヤル（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター
　☎0570－016－100　　 http://www.chord.or.jp/HP

●（一社）埼玉建築士会
　☎048－861－8221　　 http://www.ksaitama.or.jp/HP

●各市町村の建築担当課

●埼玉県建築安全センター
　・川越建築安全センター　　　　　☎049－243－2102
　・熊谷建築安全センター　　　　　☎048－533－8776
　・熊谷建築安全センター秩父駐在　☎0494－22－3777
　・越谷建築安全センター　　　　　☎048－964－5294

●（一社）埼玉県建築士事務所協会
　☎048－864－9313　　 http://www.saijikyo.or.jp/HP

●（一社）埼玉建築設計監理協会
　☎048－861－2304　　 http://www.sekkan.jp/HP

（１）リフォーム全般に関すること

●埼玉県住宅供給公社住まい相談プラザ
　☎048－658－3017　　 http://www.saijk.or.jp/HP

（２）契約・解約（クーリング・オフ）など

●埼玉県消費生活支援センター　☎048－261－0999
　・埼玉県消費生活支援センター熊谷　　☎048－524－0999

（３）耐震診断・耐震改修等相談窓口

●埼玉県都市整備部建築安全課
　（耐震診断ホットライン）☎048－830－5527

●高齢者向け返済特例制度
　・満60歳以上の方を対象としたリフォーム融資制度
　・毎月の返済は利息のみ
　・元金は申込ご本人がお亡くなりになったときに一括返済
　・一定の条件にあった耐震リフォーム工事、バリアフリー工事が対象
　問合せ先 （独）住宅金融支援機構　　☎0120－0860－35

（6）融資の制度

（４）事業者の検索

●リフォーム事業者登録制度
　埼玉県住まいづくり協議会事務局　☎048－830－0033
　登録事業者が検索できます。　　http://www.sahn.jp/HP

●住宅瑕疵担保責任保険登録事業者
　登録事業者が検索できます。　　https://www.kashihoken.or.jp/search/HP

（5）埼玉県内自治体リフォーム助成制度

●埼玉県都市整備部住宅課
　県内市町村のリフォーム助成制度一覧を掲載しています。
　　 http://www.pref.saitama.lg.jp/a1107/reform/index.htmlHP

●増改築相談員・マンションリフォームマネージャー
　　増改築相談員・マンションリフォームマネージャーを紹介しています
　・増改築相談員：戸建て住宅などの増改築の専門家
　・マンションリフォームマネージャー：マンションリフォームの企画、提案を行う専門家
　問合せ先　（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター
　☎0570－016－100 　　http://www.chord.or.jp/HP
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